
様式 １　公表されるべき事項

国立大学法人京都工芸繊維大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成25年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

常勤役員の役員期末手当については、「国立大学法人京都工芸繊維大学役員報酬規則」
の定めにより、その職務実績に応じ、経営協議会の議を経て、100分の10の範囲内で増額又
は減額できる旨規定しており、平成25年度は、12月期手当において学長以下5名の役員に
対して10パーセントの減額を行った。
なお、学長の報酬水準については、大学の包括的な最終責任者として、その職務と責任の
度が特に高度であることから、国家公務員における指定職俸給表の適用を受ける職員に相
当する者としてその額を定めており、報酬水準は妥当と考える。

【主務大臣の検証結果】
別途公表する。

改正無し

改正無し

該当者無し

該当者無し

改正無し
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２　役員の報酬等の支給状況

平成25年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

15,880 10,654 3,896
1,065

264
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

13,259 9,030 3,302
903
24

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

13,504 9,030 3,302
903
269

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

13,342 9,030 3,302
903
106

（地域手当）
（通勤手当） 4月1日 3月31日

千円 千円 千円 千円

9,452 5,619 2,749
696
18

369

（地域手当）
（通勤手当）

（単身赴任手当）
12月30日

◇

千円 千円 千円 千円

2,132 1,751 0
210
47

123

（地域手当）
（通勤手当）

（単身赴任手当）
1月1日

◇

千円 千円 千円 千円

2,468 2,468
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

2,468 2,468
（　　　　）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
　　　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。
注３：「地域手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給しているものである。
注４：前職欄の「◇」は、役員出向者（国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）第８条第１項の
　　　規定に基づき、独立行政法人等の役員となるために退職し、かつ、引き続き当該独立行政法人等
　　　役員として在職する者）を指す。
注５：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

３　役員の退職手当の支給状況（平成25年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者無し

千円 年 月

該当者無し

千円 年 月

該当者無し

注１：「摘要」欄には、具体的な業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った事由を記入する。
注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

監事
（非常勤）

法人の長

理事

前職

A監事
(非常
勤)

B監事
(非常
勤)

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人での在職期間

法人の長

摘　　要

A理事

B理事

C理事

D理事

E理事
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　① 人件費管理の基本方針

給与種目 制度の内容

特別昇給
勤務成績が特に良好である職員が、（１）研究、発明考案等により表彰又は
顕彰を受けた場合　（２）学長が特別に認めた場合　のいずれかに該当する
場合には、特別に昇給させる場合がある。

６月１日及び１２月１日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に
対し、その者の勤務成績に応じて、それぞれ支給割合を決定する。

賞与：勤勉手当
（査定分）

昇給
昇給は毎年１月１日とし、その者の勤務成績に応じて、０から８号給の範囲
で昇給号数を決定する。

昇格・降格

昇格：勤務成績が優秀で、その者が従事する職務に応じ、かつ、総合的な
　　　　能力評価に基づき上位の級に決定することがある。
降格：勤務成績が不良な場合は、その者が従事する職務に応じた下位の
　　　　級に決定することがある。

長期的視点に立った人件費充当財源を視野に入れた人事計画を立て、適正な管理・運用に努

めている。

国家公務員の給与制度及び水準に準拠し、かつ本学の財務状況等を勘案し、決定している。

職員の勤務成績に応じて、基本給の昇給幅及び賞与の勤勉手当の支給割合に、勤務評価を

反映させている。
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　ウ 平成25年度における給与制度の主な改正点

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

403 48.3 7,623 5,710 137 1,913
人 歳 千円 千円 千円 千円

120 41.8 5,279 4,024 128 1,255
人 歳 千円 千円 千円 千円

283 51.1 8,617 6,425 140 2,192
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者無し
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者無し

うち賞与平均年齢
平成25年度の年間給与額（平均）

総額
区分

常勤職員

うち所定内人員

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

○平成25年4月1日において31歳以上39歳未満の職員のうち、昇給その他の号給の決定状況を考慮して調整の必
要がある職員について、平成25年4月1日における号給を、同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とした。

○平成26年1月1日の昇給以降、55歳を超える職員の昇給について、極めて又は特に良好である職員を除き、昇給
停止。

○特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して、平成24年度に引き続き以下の措置を講ずる事とした。
（職員について）

・実施期間：平成24年7月～平成26年3月
・俸給表関係の措置の内容：号給に応じ、▲4.77％～▲9.77％の減額を実施
・諸手当関係の措置の内容：地域手当について、号給に応じ、▲4.77％～▲9.77％の減額を実施

期末勤勉手当について、▲9.77％の減額を実施
管理職等手当について、▲10％の減額を実施

（役員について）
・実施期間：平成24年4月～平成26年3月
・俸給表関係の措置の内容：▲9.77％の減額を実施
・諸手当関係の措置の内容：地域手当について、▲9.77％の減額を実施

役員期末手当について、▲9.77％の減額を実施
（非常勤職員について）

・実施期間：平成24年7月～平成26年3月
・俸給表関係の措置の内容：期末手当及び勤勉手当が支給される者のうち、平成24年7月1日以後に雇用契約

をする者又は雇用契約を更新する者の日給額について、▲4.77％の減額を実施

（外国人研究員について）
・実施期間：平成24年7月～平成26年3月
・俸給表関係の措置の内容：平成24年7月1日以後に雇用契約をする者又は雇用契約を更新する者の基本給

月額について、▲4.77％の減額を実施
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人 歳 千円 千円 千円 千円

6 58.5 7,701 7,701 237 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者無し
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者無し
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者無し
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者無し
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者無し

人 歳 千円 千円 千円 千円

5 48.5 4,061 3,360 167 701
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 57.8 3,827 3,358 206 469
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者無し
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者無し

人 歳 千円 千円 千円 千円

5 60.1 7,766 7,766 263 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者無し
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 57.2 8,632 8,632 190 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者無し
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者無し
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者無し
人 歳 千円 千円 千円 千円

2

注１：在外職員及び再任用職員の区分については、該当者がいないため、表を省略する。
注２：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注４：「専門行政職種」とは、産学官連携等に関する専門的業務を行う職種を示す。

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

任期付職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

注３：任期付職員の「教育職種（外国人教師等）」、非常勤職員の「教育職種（大学教員）」、及び年俸制適
用者〔任期付職員〕の「専門行政職種」については該当者が2名以下であり、当該個人に関する情報が特
定されるおそれがあることから、人数以外は記載していない。

【年俸制適用者】

任期付職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

教育職種
（外国人教師等）

専門行政職種

非常勤職員

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（外国人教師等）

専門行政職種
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

代表的職位

企画調整役 1 - -

課長 11 55.0 7,210 7,401 7,674

副課長 19 53.0 6,266 6,452 6,589

係長 46 43.5 4,825 5,335 5,825

主任 6 40.2 4,061 4,448 4,722

係員 37 29.8 3,249 3,621 3,890

注：企画調整役における該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることか
ら、　「年齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。

平均平均年齢人員分布状況を示すグループ

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）)〔在外職員、任期付職員及び再任
用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕
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２０－２３

歳

２４－２７

歳

２８－３１

歳

３２－３５

歳

３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人
千円
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（教育職員（大学教員））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

教授 129 57.5 9,246 9,602 10,070

准教授 104 47.9 7,751 8,063 8,407

講師 3 44.5 - 7,059 -

助教 46 40.8 6,070 6,404 6,726

助手 1 - - -

注：年齢28歳～31歳の該当者は1名であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあること
から、年間給与については表示していない。

平均年齢 平均人員

代表的職位

注：助手における該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
「年齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。

分布状況を示すグループ
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人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員）） 人
千円
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③

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的

な職位
人 人 人 人 人 人

120 8 33 44 20 9
（割合） (6.7%) (27.5%) (36.7%) (16.7%) (7.5%)

歳 歳 歳 歳 歳

27 48 57 59 58

～ ～ ～ ～ ～

24 26 33 39 35
千円 千円 千円 千円 千円

2,776 3,421 4,824 5,253 5,994

～ ～ ～ ～ ～

2,255 2,413 3,058 4,253 4,724
千円 千円 千円 千円 千円

3,505 4,481 6,304 6,900 7,889

～ ～ ～ ～ ～

2,942 3,150 4,051 5,681 6,423

区分 計 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級

標準的

な職位
人 人 人 人 人 人

5 1
（割合） (4.2%) (0.8%)

歳 歳 歳 歳 歳

59

～ ～ ～ ～ ～

56
千円 千円 千円 千円 千円

5,841

～ ～ ～ ～ ～

5,647
千円 千円 千円 千円 千円

7,687

～ ～ ～ ～ ～

7,472

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

283 47 3 104 129
（割合） (16.6%) (1.1%) (36.7%) (45.6%)

歳 歳 歳 歳 歳

55 57 62 64

～ ～ ～ ～ ～

29 36 36 45
千円 千円 千円 千円 千円

5,876 5,976 6,624 8,039

～ ～ ～ ～ ～

4,226 4,579 4,975 6,007
千円 千円 千円 千円 千円

7,530 8,025 8,833 10,751

～ ～ ～ ～ ～

5,649 6,107 6,585 8,066

注：７級における該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、　「年
齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。

（教育職員（大学教員））

教務職員 助教、助手 講師 准教授 教授

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

企画調整
役、課長

企画調整
役

事務局長 事務局長 事務局長

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

係員
主任、係

員
係長、主任 副課長 課長、室長

 職級別在職状況等（平成26年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

人員

所定内給
与年額(最
高～最低)

（事務・技術職員）

年間給与
額(最高～

最低)

人員

年齢（最高
～最低）

年齢（最高
～最低）
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④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

64.7 66.5 65.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.3 33.5 34.4

％ ％ ％

         最高～最低 38.3～33.7 35.7～30.5 37.0～32.4

％ ％ ％

64.3 67.0 65.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.7 33.0 34.3

％ ％ ％

         最高～最低 41.3～30.5 38.5～27.4 39.9～30.7

（教育職員（大学教員））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

62.8 65.4 64.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 37.2 34.6 35.8

％ ％ ％

         最高～最低 41.3～30.1 38.5～30.8 38.4～30.9

％ ％ ％

64.5 67.0 65.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.5 33.0 34.2

％ ％ ％

         最高～最低 41.3～32.7 38.5～30.2 38.4～31.4

⑤

　　対国家公務員（行政職（一）） 91.1
　　対他の国立大学法人等 101.8

　　対他の国立大学法人等 101.9

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」

においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

　　与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

（事務・技術職員）

（教育職員（大学教員））

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／
教育職員（大学教員））

区分

管理
職員

一般
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（平成25年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）
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給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 93．9

参考 学歴勘案　　　　　　 89．5

地域・学歴勘案　　　93．4

100.5

　注：上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一)の年収比率を基礎に、平成25年度の
　　　教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成25年度）

前年度
（平成24年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

△ 2.6 △ 347,964

△ 3.7

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　69.2％
（国からの財政支出額　7,141,000,000円、支出予算の総額
10,319,000,000円：平成25年度予算）

【累積欠損額について】
累積欠損額111,375,988円（平成25年度決算）

【検証結果】
（法人の検証結果）
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は50％を超えている
が、国家公務員との給与水準に係る比較指標の指数は100を割っており、
給与水準の適切性については問題なしと判断できる。なお、累積欠損は当
事業年度に実施した大型施設整備事業によるものであり、平成26年度は節
約を図り経費執行を抑えていく点から累積欠損は解消されることが想定され
る。

（主務大臣の検証結果）
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給
与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めてい
ただきたい。

講ずる措置
現在の給与水準を今後も維持していく。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

△ 9.84,599,738 5,096,641 △ 496,903 △ 500,208

　給与水準の適切性の
　検証

7,959

3,403,979 3,494,845

非常勤役職員等給与
538,810

551,294

1.3

2.2 △ 154,15711,995 △ 21.9

1.6

△ 425,991 △ 77.3

区　　分
中期目標期間開始時（平
成22年度）からの増△減

△ 90,866

比較増△減

項目 内容

△ 9.3
給与、報酬等支給総額

△ 4,760

最広義人件費

6,673519,651 511,692

△ 9.7

125,303

福利厚生費

退職手当支給額

550,805

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標

指数の状況

対国家公務員　　91．1
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総人件費について参考となる事項

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

①前年度比人件費増減の要因について

給与、報酬等支給総額：平成24年度7月より実施した、特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連した給与減額

措置を、平成25年度も引き続き実施したことによる

退職手当支給額：教員の定年延長に伴う定年退職者の減による

非常勤役職員等給与：寄附金、受託研究費その他競争的資金等での雇用、人材派遣サービス利用の増による
福利厚生費：特に社会保険料・労働保険料の増による

最広義人件費：上記の各要因の総計による

②人件費削減の取組の状況
「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について」（平成24年8月7日閣議決定）に基づき、役員については平成

25年1月1日から、職員については平成25年2月1日から、104/100から98/100へと調整率を引き下げた。また、平成25年10
月1日より、役員及び職員について98/100から92/100へと調整率を引き下げた。
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